
豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘管理運営業務仕様書（案） 

この仕様書は、豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘の指定管理者が行う管理運

営業務の詳細について定める。 

１ 対象施設の概要 

（１）名 称 

   豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘 

（２）所在地 

   豊田市平畑町東田７２２番地 

（３）設置目的 

   当該施設は、高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの 

  場を提供し、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。 

（４）施設の規模、施設内容等 

 ア 敷地面積  １０，３４４．５５㎡ 

 イ 延床面積  ２，６１５．７３㎡ 

 ウ 昭和６２年８月（休憩施設平成４年４月、貸切浴場令和４年８月） 

 エ 鉄骨コンクリート造３階建 

 オ 駐車場  ６００㎡（普通自動車２０台分） 

 カ 目的外使用許可部分 売店３５．７５㎡（建物・土地）  

           売店 ４．３２㎡（土地） 

             倉庫９１．００㎡（土地） 

 キ 宿泊室 

場所 客室数（室） 広さ 備考

本館２階 ６ ８畳 和室５室、洋室１室、トイレ付

本館３階 ６ ８畳 和室、トイレ付

 ク その他設備 内風呂大・小（温泉）、露天風呂大・小（水道水）、貸切浴 

         場（温泉及び水道水）、大広間、中広間、休憩室、会議室、 

         娯楽室、多目的広場、食堂、売店 

（５）管理区域 

   別紙３「指定管理の管理対象範囲図」のとおり 

２ 指定管理者の管理基準 

（１）休業日 

 ア 月曜日 

 イ １２月２８日から翌年１月４日まで 

（２）利用時間 

 ア 宿泊 午後４時から翌日の午前１０時まで。ただし休業日の前日は宿 

   泊できないものとする。 



 イ 休憩 午前１０時３０分から午後３時まで。ただし宿泊を伴う休憩に 

   ついては、その始期を３０分繰り上げ、又は終期を１時間繰り下 

   げることができる。 

（３）利用期間 

   同一の利用者につき引き続き３日以内とする。 

（４）利用日及び利用時間の変更 

   指定管理者が特に必要があると認めたときは、あらかじめ市⾧の承認を 

  得て、臨時に利用日、利用時間又は利用期間を変更することができる。 

   なお、当該変更に伴い管理経費が増加した場合においても市から支払う 

  指定管理料は増額しないものとする。 

３ 業務内容 

指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

（１）当該施設の利用の許可に関する業務 

（２）当該施設の利用者に対して宿泊及び休憩のサービスを提供する業務 

（３）当該施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（４）その他、市⾧が必要と認める業務 

４ 管理体制の整備 

（１）従業員の雇用に関すること 

 ア 管理に係る全従業員（臨時職員を含む）の勤務形態等については、労働 

  基準法、労働安全衛生法、労働契約法及びその他労働関係法令を遵守し、 

  管理に支障のないように配置すること。 

 イ 防火管理者の資格を有するものを配置すること。 

 ウ 従業員に対して、施設の管理に必要な研修を実施すること。 

 エ 当該施設のために雇用する従業員の７割以上は、豊田市地域自治区条例 

  に規定する小原地域自治区又は旭地域自治区に在住する者とすること。 

（２）業務遂行の準備 

 ア 指定管理者は、指定期間開始とともに円滑に業務が開始するため、指定 

  期間開始前に、当該施設の現管理者等から引継ぎを受けること。なお、当 

  該引継ぎに係る費用は指定管理者の負担とする。 

 イ 指定管理者は、指定期間の終了又は指定取消しによって、次期指定管理 

  者に業務を引継ぐ場合には、当該施設の管理運営に支障を及ぼすことのな 

  いよう、円滑な引継に協力するとともに、必要書類及びデータを整備する 

  こと。 

 ウ 食品製造業、飲食店業等を行うための設備及び備品等は、指定期間開始 

  までに指定管理者の自己財源で備えること。 

（３）近隣の温泉旅館等との関係 

 ア 笹戸温泉の源泉に影響を与えないこと。 



 イ 笹戸温泉振興会の行う事業について協力すること。 

 ウ 近隣の温泉旅館等と協調・連携して地域全体の活性化と魅力向上に努め 

  ること。 

（４）行政財産目的外使用許可団体（者）との関係 

   当該施設内にある売店など、行政財産目的外使用許可を受けている者と 

  の連携を図り、施設運営に支障がないようにすること。 

５ 管理運営に関する業務 

  指定管理者は、公の施設管理運営の責務を認識して、効率的かつ効果的な

施設運営を心がけ、経費の節減に努めるとともに、創意工夫により、市民が

利用しやすいようにサービスを向上させること。 

（１）人員配置 

 ア 受付、利用案内を行う職員を常時配置すること。 

 イ 本仕様書に記載する業務が履行できるよう、適切に職員を配置すること。 

（２）庶務業務 

 ア 豊田市高齢者温泉休養施設条例第６条、第７条、第８条第１項、及び第 

  １３条第１項に規定する管理（利用許可、不許可、許可の取消し、設備の 

  承認）を適切に行うこと。 

 イ 施設利用料金等の徴収に関し、適切な処理をすること。利用料金等の決

済手段については、クレジットカードや電子マネー等幅広く対応すること。  

   なお、決済に掛かる手数料に関しては、受託者が負担することとする。 

 ウ 施設の予約受付、利用案内等を行う職員を常時配置し、適切な運営を行 

  うこと。 

 エ 利用スケジュールや苦情等を管理・記録すること。 

 オ 利用者の接待、設備等の使用方法の説明、館内放送等を適宜行うこと。 

 カ 掲示物及び展示物の許可及び管理をすること。 

 キ 備品及び事務用その他軽易な物品の安全管理を行うこと。 

 ク 毎月１０日までに、前月分の以下の内容を記載した実績報告書を提出す 

  ること。なお、報告書の様式及び記載内容の詳細については、市と別途協 

  議すること。 

  ①  利用状況 

  ②  管理状況（入浴設備の管理業務を含む） 

  ③  燃料等使用状況 

  ④  経理・収支状況 

  ⑤  感想・要望事項 

  ⑥  施設の不具合状況 

  ⑦  上記に掲げるもののほか、管理実態を把握するため市が必要とする事 

   項 

 ケ 毎事業年度終了後、４月３０日までに以下の内容を記載した実績報告書 



  を提出すること。なお、報告書の様式及び記載内容の詳細については、市 

  と別途協議すること。 

  ①  利用状況 

  ②  管理状況（入浴設備の管理業務を含む） 

  ③  燃料等使用状況 

  ④  経理・収支状況 

  ⑤  感想・要望事項 

  ⑥  再委託業務契約状況 

  ⑦  施設修繕実施状況 

  ⑧  消防訓練の実施状況 

  ⑨  上記に掲げるもののほか、管理実態を把握するため市が必要とする 

   事項 

 コ 市や市の観光業界などと積極的に連携し、豊田市の観光振興を図ること。 

 サ 市が実施する高齢者を対象にした事業や啓発に協力すること。 

（３）食品製造業、飲食店業等業務 

 ア 食事の種類及び料金は、事前に市⾧の承認を得て指定管理者が定めるこ 

  と。ただし、軽微な変更及び低額の料金改定の場合は、事後の報告でも可 

  とする。 

 イ 食事の料金設定については、当該業務における一切の経費（ただし、当 

  該施設の利用者に対するサービスの一環としての配膳・下膳にかかる人件 

  費を除く）を賄えるよう実費相当を徴収すること。 

（４）緊急時対応業務 

 ア 消防訓練の実施 

   地震、火災等防火訓練（年２回以上うち１回は夜間想定の訓練）を実施 

  し、実施時には消防訓練実施届を消防本部へ提出すること。 

 イ 緊急対応体制の確立 

   事故や災害時（警報発令時含む）など迅速かつ的確に情報を伝達すると 

  ともに、対応できる体制を確立すること。 

  ①  緊急対応体制表を作成し、事務所内に掲示 

  ②  初期消火、避難誘導、関係機関への通報 

  ③  利用者のケガ等の対応（救急車の要請・応急措置） 

  ④  立入検査への立会い 

 ウ 届出書類の作成 

  ①  消防計画・防火管理者選解任届の消防署への届出 

  ②  地震防災応急計画の作成及び市への届出 

  ③  緊急対応マニュアルの作成及び市への提出 

 エ 研修（講習会） 

   年間を通じて、従業員に対して救急法、防火管理等の研修を実施・参加 

  させること。 



（５）利用客への配慮 

障がい者・高齢者・子ども等全ての市民にとって利用しやすい施設にな 

るよう、豊田市のガイドライン「ユニバーサル市役所「とよた」ガイドラ 

イン」に沿って管理運営すること。 

（６）その他業務 

 ア 寿楽荘温泉源泉用地を土地所有者との賃貸借契約によって確保する等、 

  天然温泉の提供に関して、安定した源泉の供給を維持すること。 

 イ 豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘の案内標識を無償で貸与するため、適 

  当な場所に設置すること。なお、設置に当たり、土地所有者との交渉を合 

  わせて行うこと。 

６ 維持管理に関する業務 

  施設を常に適正かつ安全に維持するために、施設の保守点検を実施すると

ともに、職員による日常点検及び簡易修繕を実施すること。 

（１）建物、設備管理業務 

 ア 各施設の損傷及び滅失を促進する要因を排除すること。 

 イ 最良の条件下で利用できるよう必要な作業及び点検をすること。 

 ウ 軽微な破損について適切な修理を行うこと。 

 エ 建築物の敷地、構造、防火避難、衛生及び建築設備に破損等の不具合及 

  び事故等があった場合は軽微なものであってもその都度、速やかに事故報 

  告書を作成し提出すること。 

 オ 『建築物等適正管理マニュアル～⾧寿命化と安全・安心確保のために 

～＜指定管理者向け＞』（以下、「建築物等適正管理マニュアル」という。） 

及び『寿楽荘自主点検マニュアル』に基づき保全すること。 

   また、点検等は実施回数に応じて実施予定計画を作成し、実施状況及び 

  不具合の有無について確認の上、市指定の様式にて報告すること（様式１ 

  ～４）。 

   なお、管理初年度については豊田市職員の立会のもと実施するものとし、 

  その際に、必要に応じて『建築物等適正管理マニュアル」及び『寿楽荘自 

  主点検マニュアル』を渡すこととする。また、『寿楽荘自主点検マニュアル』 

  については、施設等の状況により適宜見直しを行うものとする。 

（２）駐車場、庭園及びその他施設管理業務 

 ア 敷地内の交通安全に配慮し、適切な措置を行うこと。 

 イ 環境美化に努め、率先して清掃活動等を行うとともに、管理業務を委託 

  する場合は、再委託業者への指導・監督を適切に行うこと。 

 ウ 敷地内（多目的広場、遊歩道を含む。）の除草・樹木剪定を適切に行い、 

  安全確保と景観美化を図ること。 

（３）浴場管理業務 

 ア 公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）及び豊田市公衆浴場の設置の 



  場所の配置、衛生措置等の基準に関する条例（平成２４条例第５７号)、「公 

  衆浴場における衛生等管理要領等について」（平成１２年１２月１５日生衛 

  発第１８１１号厚生省生活衛生局⾧通知）及びその他関係する諸規程に基 

  づき、浴室及び浴槽水の水質の安全衛生管理と、利用者の健康管理に努め 

  ること。また、浴水の消毒を定期的に行い、適切な水質維持に努めること。 

 イ 浴槽水の状況(塩素濃度等)を把握、記録し、市に定期的に報告すること。 

（４）廃棄物処理業務 

   一般廃棄物及び産業廃棄物（一般廃棄物、資源ごみ、廃プラスチック、 

  金属くず、ガラス及び陶磁器くず、混合物、飲料用かん・びん等）の収集・ 

  運搬処理等について、関係法令を遵守し適切に実施すること。 

（５）保守点検業務等 

   業務は下記一覧のとおり。なお、詳細については実際に前指定管理者の 

  令和５年度保守委託契約時の仕様書（指示明細書）を参照し、同等又はそ 

  れ以上の保守点検が行えるよう努めること。 

業務 内容 備考 頻度

①空調設備保守点

検 

設備機器等の能力維

持及び快適な環境の

維持 

吸収式冷温水発生機、

冷房機及び空調設備、

冷却塔及びポンプ関

係、ボイラー、換気扇

指示明細

書参照 

②エレベーター保

守点検 

エレベーターの常時

安全かつ良好な運転

状態の維持点検 

かご、昇降機、出入口

等の外観 

常時安全

かつ良好

な運転状

態を保つ

こと

③消防用設備保守

点検 

自動火災報知設備、非

常警報設備、消火器等

の機器点検

指示明細

書参照 

④自動扉開閉装置

保守点検 

自動扉設備の常時安

全かつ良好な運転状

態の維持

ドアエンジン駆動部装

置、ドアエンジン懸架

装置等各部及び装置

指示明細

書参照 

⑤構内（簡易）交

換電話設備保守点

検

設備及び機器の機能

点検 

一般電話２２台程度 

多機能電話４台程度 

指示明細

書参照 

⑥自家用電気工作

※ 物の保安管理

受発電設備の外観点

検及び絶縁抵抗測定

等 

家用電気

工作物の

工事、維

持及び運

用の保安

を確保す

ること



⑦し尿浄化槽保守

点検 

し尿浄化槽の保守点

検 

接触ばっき方式 ３次

処理（合併処理）60㎥

３７５人槽

指示明細

書参照 

⑧自家用電気工作

※ 物の保安管理

受発電設備の外観点

検及び絶縁抵抗測定

等 

家用電気

工作物の

工事、維

持及び運

用の保安

を確保す

ること

⑨保安警備 機械又は人的警備に

よる防犯体制 

指示明細

書参照

⑩館内清掃 定期清掃及び日常清

掃による美観、衛生の

保持

指示明細

書参照

⑪害虫駆除・予防衛生の保持  点検結果

報告書参

照

⑫浴場清掃 定期清掃及び日常清

掃による美観、衛生の

保持

指示明細

書参照

⑬カーペット・ガ

ラス清掃 

定期清掃及び日常清

掃による美観、衛生の

保持

指示明細

書参照 

⑭ 浄化槽の清掃

（汚泥の収集、運

搬一式） 

汚泥の収集、運搬一

式,設備点検 

接触ばっき方式 ３次

処理（合併処理）60㎥

３７５人槽 

常時安全

かつ良好

な運転状

態を保つ

こと

⑮冷泉施設管理及

び清掃 

冷泉施設全体及び水

道施設における装置、

機器の運転状態の点

検、清掃 

冷泉施設（源泉地送泉

設備、泉源電気設備、

送泉管、冷泉槽等） 

水道施設（受水槽、給

水ポンプユニット等）

指示明細

書参照 

⑯冷泉井戸緊急対

応 

河川増水時の冷泉井

戸ポンプ停止対応 

安全かつ

良好な運

転状態を

確保する

こと



井戸が水没した際の

清掃・復旧作業 

安全かつ

良好な運

転状態を

確保する

こと

⑰クリーニング 宿泊業務にて使用す

る備品の洗浄及び衛

生の保持 

浴衣、掛布、シーツ、

枕カバー、毛布カバー、

座布団 

常時清潔

な衛生状

態を確保

すること

⑱寝具リース 宿泊業務にて使用す

る備品の調達 

敷ふとん、夏掛ふとん、

掛ふとん、毛布、掛布、

毛布カバー、枕カバー、

敷ふとん用シーツ

指示明細

書参照 

※ 自家用電気工作物の保安管理業務については下記のとおりとする。な 

お、指定管理者が「みなし設置者」となる二者契約にあたっては施設の事

情により難しいと判断される場合は、三者契約も可とする。 

ア 指定管理者は、当該自家用電気工作物の維持・管理の主体となり、「み 

なし設置者」として電気事業法第３９条第１項の義務を果たすこと。 

（ここでいう「みなし設置者」とは、平成２５年１月２８日 20130107 

商局第2号「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」によるものとす 

る。） 

イ 電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安業務については、本業 

務に含むものとし、指定管理者は、電気事業法第４３条第１項の規定    

に基づく主任技術者の選任を行い、その業務に係るすべての手続きを  

行うこと。 

ウ 保安管理業務を第三者へ委託する場合は、指定管理者は「みなし設 

置者」として保安管理業務の仕様書、契約書の作成、受託業者の選定、 

契約手続等の一連の手続を行うこと。 

エ 市は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに 

当たり、指定管理者が選任する電気主任技術者の意見を尊重する。 

オ 市及び指定管理者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従 

事する者に、電気主任技術者が、その保安のためにする指示及び意見 

に従うように確約させる。 

カ 市及び指定管理者は、電気主任技術者として選任する者に、当該自 

    家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安管理業務を、誠実 

    に行うことを確約させる。 

７ 市の担当部署 



  上記の管理運営業務のうち、施設運営に関する業務及び運営と密接に関係 

するものについては高齢福祉課が担当し、施設等の維持管理に必要なものにつ

いては建築予防保全課が担当とし、当仕様書において、以下のとおりの役割分

担とする。 

番号担当部署 担当業務

１ 福祉部 高齢福祉課 

・建築予防保全課担当業務以外全て 

・上記６（４）保守点検業務等のうち、 

③、⑦、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑰、⑱

２ 都市整備部建築予防保全課 

・「施設等の維持管理業務」のうち「施設等

の維持管理に必要な保守点検」 

・施設等の修繕に関すること 

（建築物及び建築設備に係るものに限る。）

・上記６（４）保守点検業務等のうち、 

①、②、④、⑤、⑥、⑧、⑭、⑮、⑯

８ 管理運営に係る費用の負担 

（１）指定管理者の負担経費 

 ア 当該施設の管理運営に関する経費は、応募団体が提示する指定管理料、 

  利用料金及びその他団体が自主的に補う財源により賄うものとする。なお、 

  食品製造業、飲食店業等に係る初期設備投資及び人件費、材料費、光熱水 

  費等の一切の経費については、指定管理料に含めず団体が自主的に補う財 

  源により賄うものとする（ただし、当該施設の利用者に対するサービスの 

  一環としての配膳・下膳にかかる人件費を除く）。 

 イ 事業計画書にて提案した、指定管理業務に係る経費は、全額指定管理料 

  に積算すること。 

 ウ 指定管理料は、指定管理料入札書に記載された金額とすることを原則と 

  するが、事業計画書に記載された提案事項の採用可否に関する協議等によ 

  り変更することがある。 

 エ 温泉源泉用地の確保に係る土地賃貸借料 

（２）市の負担経費 

   前項の規定にかかわらず、市が負担する費用は以下のとおりとする。  

   なお、目的外使用部分に係る経費（光熱水費等）はすべて目的外使用許 

  可を受けた者が負担する。 

 ア 利用者の送迎に係る経費（豊田市高齢者健康増進活動支援事業実施 

  要綱の規定により送迎バスが利用できる団体に限る。） 

 イ 大規模な改修費 

 ウ 一部備品購入等に係る経費 

 エ 建物に関する火災保険料 

（３）修繕関係業務 



 ア 指定管理者は、市と協議の上で、日常的小規模修繕（１件当りの上限 

  は５０万円）を実施するものとする。 

 イ 点検で確認された不具合及び突発的に発生した不具合についても、小規 

  模修繕と同様に安全管理上必要な措置を講じて、修繕方法、金額等につい 

  て検討すること。 

ウ 指定管理料に含める修繕料は、年間２，６７１千円（税抜）を基本とし 

 て年度協定書に定める金額とする。なお、当該修繕料に剰余金が発生した 

 場合には、市が指示する方法により、市に返還するものとする。 

エ 日常的小規模修繕は、指定管理料に含まれる予算を優先して執行するも 

 のとする。 

オ 緊急に対応を要する修繕案件に関しては、市との協議の上で、その金額 

 に関わらず指定管理者による修繕実施を要請する場合がある。なお、この 

 場合の財源については、指定管理者の新たな自己負担が生じることのない 

 よう適宜調整を図るものとする。 

カ 指定管理者が修繕を実施した場合には、市が指示する方法により、市に 

 対して実施結果を報告しなければならない。（様式４） 

（４）備品等の取扱い 

 ア 現に使用中の市所有の備品については、無償で貸与する。（詳細は別添 

  「備品台帳」参照）ただし備品の保守及び修繕は指定管理者が実施するこ 

  と。 

 イ 指定管理者が管理運営費により購入した備品等については、市の所有に 

  属するものとする。 

 ウ ５万円を超える備品の購入及び廃棄等の異動後、速やかに市に報告する 

  こと。 

（５）施設使用料 

   施設内で食品製造業、飲食店業等を営むときは、次に掲げる額のうち、 

  いずれか多い額の使用料を、当該年度決算終了後速やかに市に納付するこ 

  と。 

 ア 課税売上高（消費税法第９条第１項に規定）の４％に相当する額 

※ イ 食品製造業、飲食店業等の利用面積につき、豊田市行政財産目的外使 

  用料条例に定める使用料の例により算定した額 

   ※ 厨房、厨房休憩室、厨房倉庫、配膳室 計１４６．３７㎡ 

９ 自主事業に関する業務 

（１）自主事業の基本的な考え方 

 ア 指定管理者は積極的に自主事業を企画し、実施するものとする。なお、 

  自主事業の実施により収益が発生した場合は、指定管理者の収入とする。 

 イ 自主事業のための経費の財源は、団体自己財源及び参加料収入等とする。 

 ウ 自主事業の内容は施設の設置目的に沿ったものであること。 



（２）市との協議 

 自主事業の実施については、施設利用とのバランスに考慮するとともに、 

あらかじめ市と事前に協議し、市⾧の承認を得てから実施すること。 

（３）自動販売機の設置について 

 ア 指定管理者は、施設敷地内に自主事業で自動販売機を設置することが  

  できる。 

 イ 指定管理者は、施設敷地内に自動販売機を設置する場合、市と行政財 産 

  の賃貸借契約を結ぶこと。 

 ウ 設置場所、貸付料の金額及び納入時期等、自動販売機の設置運営に必要 

  な事項については、前項の契約書内で取り決める。 

１０ その他の特記事項 

（１）事故、又は地震予知情報もしくは地震災害発生時等、特別な事情により 

通常の施設運営が困難な状況においては、市⾧の指示に従い、利用者の安 

全確保及び施設保守等の適切な対応を行うこと。 

（２）市が行う委託事業及びその他関連事業について、積極的に協力すること。 

（３）一括再委託の禁止 

   乙は、業務の全部を一括して又はこの仕様書に定める主たる部分を第三 

  者に再委託することはできない。 

 ア この業務における「主たる部分」とは、管理運営及び維持管理に関す 

る業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等 

をいう。 

 イ 乙は、コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、資料の作成、 

  印刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など当該 

  業務の付随的・補助的業務にあたらない簡易な業務の再委託に当たっては、 

  甲の承認を必要としない。 

 ウ 乙は、第２項及び第３項に規定する業務以外の再委託に当たっては、書 

  面により甲の承認を得なければならない。 

 エ 乙は、再委託先に対して本契約における乙の義務と同様の義務を順守さ 

  せ、その行為について一切の責任を負う。 

１１ 協議 

   指定管理者は、この仕様書の規定内容その他、指定管理者の業務の内容 

  及び処理について、疑義が生じた場合は、豊田市と協議して決定する。 



別添資料1                          （１／２） 

指定管理者制度リスク分担表 

項 目 内 容 
負担者

市 指定管理者

物価変動 

以下の特定経費の単価に関する物価変動

リスクの分担は、別紙細則に定める基準

による。 

＜特定経費＞   

電気料金、重油料金

○  ○  

上下水道料金の単価に関する物価変動リ

スク
○  

上記特定経費以外の経費に関する物価変

動リスク
○  

金利変動 金利の変動に伴う経費の増減 ○  

利用者数、

使用量の変

動

指定管理者が指定申請時に積算した利用

者数やエネルギー使用量等の変動に伴う

経費の増減

 ○  

法令変更 

施設の管理運営の基準等に直接影響を及

ぼす法令変更
○  

当該指定管理に関らず指定管理者に影響

を及ぼす法令変更
○  

税制変更 

施設の管理運営の経費に直接影響を及ぼ

す法令変更
○  

当該指定管理に関らず指定管理者に影響

を及ぼす法令変更
○  

政治、行政

的理由によ

る事業変更

政治、行政的理由から施設の管理運営の

継続に支障が生じた場合、又は業務内容

の変更を余儀なくされた場合の経費の増

加

○   

施設修繕等

管理者の注意義務を怠ったことによる施

設、設備、備品、資料等の滅失、損傷に

関する原状回復又は賠償

 ○  

経年劣化や利用に伴う損耗等に対応する

一般的な修繕
○  

不可抗力 

暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

争乱、暴動その他市又は指定管理者のい

ずれの責めにも帰すことのできない自然

的又は人為的な現象等に伴う施設修復等

の経費増加

○   



                               （２／２） 

項 目 内 容 
負担者

市 指定管理者

第三者への

賠償 

管理者の注意義務を怠ったことにより与

えた第三者への損害賠償
 ○  

施設の構造上の問題等を起因として利用

者等が受傷した場合等で、管理者が負う

べき責任のない第三者への損害賠償

○   

書類の誤り

指定申請書、事業計画書等指定管理者が

その内容について責任を負うべきもの
 ○  

管理運営業務仕様書等市がその内容につ

いて責任を負うべきもの
○   

支払遅延 

指定管理者が再委託業者等に支払う経費

の支払遅延による損害
 ○  

市が指定管理者に支払う経費の支払遅延

による損害
○  

その他 

上記以外の事案は、市及び指定管理者の

協議による（業務内容の一部変更、設備

更新に伴うランニングコスト削減等） 

○  ○  



別添資料２

物価変動リスク分担細則

この細則は、別添資料1指定管理者制度リスク分担表に規定する特定経費の

物価変動リスクの分担を定めるものである。 

（特定経費） 

第１ 特定経費とは、当該施設の管理運営に係る電気料金及び重油料金をいう。 

（物価指数及び調達単価） 

第２ 物価指数及び調達単価は、特定経費の種類に応じて下表のとおりとする。

ただし、小数点以下は第２位を四捨五入して処理するものとする。 

区分 物価指数 調達単価

電 気 
電気料金支払月額を使用量

（kwh）で除して得た数値 指定申請時点において指定管

理者が様式８で示した金額 
重 油 

豊田市契約単価（特Ａ重油・４

kl未満）

（特定経費年度協定額） 

第３ 年度協定書において、指定管理料に含める特定経費の協定額（以下「特

定経費年度協定額」という。）は、特定経費ごとに以下の計算式により算出す

るものとする。ただし、千円未満の端数は切捨てるものとする。 

年度協定締結直近１月物価指数
×調達単価 ×

指定申請時の年間計画 

使用量 指定申請年度１０月物価指数

（リスク分担方法） 

第４ 特定経費に係る物価変動リスクの分担における物価変動の判定月は４月、

７月、１０月及び１月とする。 

２ 指定管理料の調整方法は、以下の計算式によって特定経費ごとの物価変動

調整後所要額を算出し、物価変動調整後所要額合計が特定経費年度協定額合

計の１１０％を超えた場合には当該超える分（千円未満切捨て）を市が追加

負担するものとし、物価変動調整後所要額合計が特定経費年度協定額合計の

９０％を超えて下回った場合には当該下回る分（千円未満切捨て）を市に返

納するものとする。 

物価変動調整後 

所要額 
＝ 

判定月物価指数の平均値 
×

特定経費年度協

定額 年度協定締結直近１月物価指数

３ 前項に関わらず、特定経費年度協定額合計と物価変動調整後所要額合計の

差が５０万円を超える場合には、当該５０万円を超える分（千円未満切捨て）

を追加負担又は返納するものとする。 

（協 議） 

第５ この細則に定めるもののほか、必要な事項は、豊田市と指定管理者の協

議により定めるものとする。 



別添資料３ 

指定管理者自主事業実施基準 

（目 的） 

第１ この基準は、指定管理者が管理する施設を活用して行う自主事業につい

て、市が承認する基準その他の取扱いについて定めるものである。 

（定 義） 

第２ この基準における自主事業とは、次に掲げるものとする。 

（１）管理運営業務仕様書に自主事業として実施することが定められている事

業 

（２）管理運営業務仕様書に具体的定めがなく、指定管理者が自らの企画によ

り行う事業 

（事前協議） 

第３ 指定管理者が自主事業を行うに当たっては、その事業内容、収支計画及

び参加料等を明らかにした上で、事前に市の承認を得なければならない。 

（承認基準） 

第４ 指定管理者が行う自主事業は、その事業の性質に応じて、以下のすべて

の項目に適合することを条件に承認するものとする。 

（１）事業日程が一般利用者の施設利用を著しく阻害しない範囲であること 

（２）事業規模が施設許容量に照らして適当であること 

（３）対象者の設定に公平性が認められること 

（４）民間事業に多大な影響を及ぼす（圧迫する）懸念がないこと 

（５）事業実施に関する安全性及び補償体制が担保されていること 

（６）事業内容が公序良俗に反しないものであること 

（７）指定管理料で当該経費を支出しないものであること 

（８）その他一般利用者の視点で疑義が生じない内容であること 

（使用料等） 

第５ 指定管理者が自主事業のために、施設の部屋、区画等を使用又は占用す

る場合には、必要な許可を受けるほか、市に対し、条例で定められた使用料

又は占用料を支払うものとする。 

（実施報告） 

第６ 指定管理者が自主事業を実施した場合は、参加者の状況、事業成果及び

経理状況等を市に報告しなければならない。 

（委任） 

第７ この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市⾧が定めるものとする。 



別添資料４ 

個人情報の取扱いに関する特記

（総則）

○ ○ ○ ○ ○ ○第１条 法人 （以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する法

 律（平成１５年法律第５７号）、委託者（以下「甲」という。）が定める豊田市

 個人情報保護 法施行条例（令和４年条例第５６号）及びこれらに関係する諸規

 程に基づき、この特記に定める事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなけ

ればならない。

（守秘義務）

第２条 乙は、受託業務の実施により直接又は間接に知り得た個人情報等その他秘

 密を第三者に漏らしてはならない。契約期間が満了し又は契約を解除した後も、

同様とする。

（受渡し）

第３条 個人情報等の甲乙間の受渡しは、甲が指示する方法により行うものとす 

る。

２ 乙は、甲乙間の個人情報等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び

場所で行った上で、甲に個人情報等の預り証を提出しなければならない。

（個人情報等の取扱いの報告）

第４条 乙は、甲から個人情報等の取扱いについて報告を求められた場合は、直ち

に報告しなければならない。

２ 乙は、前項の規定による報告の手順（緊急時の報告の手順を含む。）を事前に

定めておかなければならない。

（個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止）

第５条 乙は、甲から提供を受けた個人情報等を、対象業務の用に供する目的以外

 に利用してはならない。また、甲の承諾を得ないで、第三者へ提供してはならな

い。

（個人情報等の管理）

第６条 乙は、対象業務を履行するために個人情報等を保持している間は、次に掲

げる事項を遵守し、個人情報等を適正に管理しなければならない。

（１）個人情報等は、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退管理が可能な保管

室において厳重に保管すること。

（２）個人情報等が記録された媒体並びにそのバックアップの保管状況及び記録さ

れた情報の正確性を定期的に点検すること。

（３）甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報等を作業場所から持ち出

さないこと。

（４）個人情報等を移送する場合は、移送時の体制を明確にし、事前に甲の承認を

受けること。

（５）個人情報等の複製又は複写をする場合は、必要な最小限度で行うものとし、

事前に甲の承認を受けること。



（６）個人情報等の漏洩、紛失、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報等の

  漏洩等の事故」という。）を防止し、真正性、見読性及び保存性の維持に責任

を負うこと。

（緊急時の対応）

第７条 乙は、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合に備えて、緊急時対応計

画を定めておかなければならない。

２ 乙は、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合は、事故の発生に係る帰責の

 有無にかかわらず、甲に対し、直ちに事故の発生状況を書面により報告し、甲の

指示に従わなければならない。

３ 甲は、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて事故に関す

る情報を公表することができる。

（再委託）

第８条乙は、やむを得ない場合を除き、対象業務を第三者に委託してはならない。

２ 乙は、やむを得ず対象業務の一部を委託する必要がある場合は、委託契約の名

 称、委託先に関する情報、委託する理由、委託して処理する内容、委託先におい

 て取り扱う情報、委託先における安全性及び信頼性を確保するための対策、委託

 先に対する監督の方法並びに委託先において対象業務に従事する者を明確にし 

 た上で、対象業務の着手前に、甲に対し、書面（第５項の適用がある場合には、

 同項に基づき委託先から提出された報告書を含む。）により報告しなければなら

 ない。報告した事項を変更しようとする 

ときも、同様とする。

３ 乙は、前項の委託先（以下「再委託先」という。）に対し、特記事項を遵守さ

 せるとともに、甲に対し、再委託先による全ての行為及びその結果について責任

を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において乙の再委託先に対する監督の方法を具体的に

 定め、再委託先による特記事項の遵守状況を適切に監督するとともに、甲の請求

に応じ、当該監督の状況を報告しなければならない。

５ 第１項から第３項までの規定は、再委託先等（再委託先のほか、委託を受けて

 対象業務の一部を処理することとなった者を含む。）が第三者に対象業務の一部

を委託する場合について準用する。

（報告の徴収等）

第９条 甲は、乙及び再委託先による特記事項の遵守状況を確認するため必要があ

 ると認めるときは、乙及び再委託先に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求

 め、又は当該職員をして、乙及び再委託先の作業場所に立ち入り、遵守状況を検

査させることができる。

（個人情報等の返却等）

第１０条 乙は、対象業務を終了した場合又は対象業務において個人情報等を取り

 扱う必要がなくなった場合は、甲が指示する方法により、個人情報等を返却しな

ければならない。



２ 乙は、前項の規定にかかわらず、甲の承認を受けたときは、個人情報等を消去

し又は廃棄することができる。

３ 乙は、前項の規定により個人情報等を廃棄する場合は、個人情報等が記録され

 た媒体の物理的破壊その他個人情報等の判読を不可能とする措置を講じなけれ 

ばならない。

４ 乙は、第２項の規定により個人情報等を消去し又は廃棄した場合は、甲に対し、

書面により報告しなければならない。

５ 甲は、乙が個人情報等を消去し又は廃棄する場合には、これに立ち会うことが

できるものとする。

（損害賠償）

第１１条 乙は、乙及び再委託先が特記事項に違反し又は特記事項の遵守を怠った

ため甲に損害が生じた場合は、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
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（様式１）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (再委託業者等)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

○令和年度　豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘　施設及び設備の維持管理業務実施状況（　月分）

（ １） 実施予定及び実施状況

No. 実施内容 頻度
実施時期 ○ ●＜ 印: 予定、 印: 実施済＞

備考



（様式２）

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

9 □

10 □

11 □

12 □

13 □

14 □

15 □

※異常有りの場合、様式３「施設の不具合対応状況確認シート」に反映してください。

　 反映状況を確認し、最右列のチェック欄にチェックしてください。

※新規の異常や、既存の異常でも状況に変化があった場合には、状況が分かるような添付資料を提出してください。

異常の

有無

添付資料

の提出

様式3へ

の反映

（ ２） 実施内容 及び 異常の有無等

No. 実施内容 実施日
実施内容／異常の内容等

● ○＜印: 新規、 印: 既存＞



施設の不具合対応状況確認シート （様式3）
○令和年度　豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘　施設及び設備の維持管理業務実施状況（　月分） ↓ ● ―該当する場合「 」、該当しない場合「 」

●  ●  ●  【 or －】 【 or －】 【 or －】

自動付番 (ﾘｽﾄ選択) 「その他」の場合入 日付 (ﾘｽﾄ選択) (ﾘｽﾄ選択) (ﾘｽﾄ選択) (ﾘｽﾄ選択) (ﾘｽﾄ選択) (ﾘｽﾄ選択)

指摘のあった

点検業務名

備考

所属情報 施設情報 点検結果情報 優先順位検討

判定 対応状況
直近点検

／確認日

修繕見積額

（円）
所属

コード
所属名 施設番号 施設名 管理番号

③緊急性
（その他点検業務

名）
不具合箇所 不具合内容 初回発覚日

①法令違反 ②危険性
対応者

対応

予定時期

（年/月）

対応完了日 特記事項

3/4



（様式４）

年間修繕額

番号 実施日 修繕名称 修繕内容等 場所
実施者

（ 施工業者）

実施金額

（ 税込）
累計額 残額

添付資料

提出日

1 0 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

○令和年度　豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘　施設及び設備の維持管理業務実施状況（　月分）



物品出納簿

備品台帳

施設名：豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘
対象：5万円以上の備品

分類記号 備品番号 備品名 メーカー・規格
A 00-07940 和机 ＺＴ－５２（５０）
A 00-07941 和机 ＺＴ－５２（５０）
B 17-02859 ベンチソファ 飛騨産業
B 17-02862 ベンチソファ 飛騨産業
B 21-01124 1人掛けアームチェア オリバー・SSF-301 NB AC
B 21-01125 1人掛けアームチェア オリバー・SSF-301 NB AC
C 00-08064 演台 コクヨＷＡＤＲ
C 00-08066 フラワーボックス コクヨＰＸ１００
C 00-08067 フラワーボックス コクヨＰＸ１００
C 00-08068 フラワーボックス コクヨＰＸ１００
C 00-08069 フラワーボックス コクヨＰＸ１００
C 00-08070 フラワーボックス コクヨＰＸ１００
C 00-08071 食器戸棚
C 00-08072 食器戸棚
C 00-08073 飾棚 91
C 00-08074 雑誌架 木製１７１２ナラ材
C 00-08075 金庫（耐火） コクヨＨＳ３０
C 00-08077 サインスタンド ダイチＳＧ－１００Ｓ文字入り
C 00-08078 サインスタンド ダイチＳＧ－１００S
C 00-08079 サインスタンド ダイチＳＧ－１００S
C 00-08080 サインスタンド ダイチＳＧ－１００S
C 00-08081 ロッカー オリバー特注
C 00-08082 ロッカー オリバー特注
C 00-08083 ロッカー オリバー特注
C 00-08084 ロッカー オリバー特注
C 00-08085 ロッカー オリバー特注
C 17-02860 バイキング台 飛騨産業
C 22-01289 脱衣棚 1800×950×350
G 00-08361 電気冷蔵庫 ナショナルNR107TA
G 00-08362 超低温冷凍庫 日本軽金属FSFK19
G 00-08366 製氷機 ＩＭ２０Ｊ－20K
G 00-08368 ウォータークーラー 東芝RWF-188BH
G 00-08375 ガス炊飯器 ＣＲＡ-100Ｋ９Ａ
G 00-08376 ｽﾃﾚｵﾐｷｼﾝｸﾞｱﾝﾌﾟ パイオニアSA-V20Ⅱ
G 00-08377 跳ね返りスピーカー ＤＤＳ－７００
G 00-08379 大型テレビｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ｵｰﾛﾗELC-1200E
G 00-08382 乾燥機 東芝ED-60C(W)
G 00-08395 ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ 東芝RWFｰW18B
G 00-08401 21型ﾃﾚﾋﾞ 日本ﾋﾞｸﾀ- TM-21K
G 10-00282 エアコン 東芝　RAS-221UD(W)
G 10-01186 地上デジタルテレビ パナソニック　TH-PS42S2
G 12-00208 全自動製氷機 ホシザキ電機（株）ＩＭ－４５Ｍ
G 13-00843 業務用冷蔵庫 ホシザキ電気（株）HR-180LZ
G 14-00693 冷凍庫 福島工業URD-062FM6
G 17-00595 カラオケ機器 ㈱第一興商・DAM-G100X
G 21-01126 スタンド照明 オリバー・OT265031BC-Q
J 00-08469 デジタル体重計 ｻｶｲ医療 BWB-627
J 00-08470 全自動血圧計 ｻｶｲ医療 UDEX-SC
J 11-00970 ＡＥＤ収納ケース 日本光電工業㈱　YZ-038H9
J 19-04233 自動体外式除細動器 日本光電・AED-3100
J 22-00186 入浴用車椅子(リクライニング型） No.5900 ALⅧ
P 00-08541 送迎用ワゴン タウンエースＬＤ ＳＲ５０Ｇ－ＧＲＳＤＫ（Ｃ）
Q 00-08561 ワゴン車 ＶＴＳ－４
R 00-08598 ワゴン ＵＴＳ－４
R 00-08599 ワゴン ＵＴＳ－４
R 00-08602 冷凍冷蔵庫 福島工業 EXD-62PM2
R 05-01200 ガスフライヤー ＦＧＦ２１ＮＡ
R 18-00512 食器洗浄機 ホシザキ
R 18-00513 ガスブースター ホシザキ
S 00-08663 高齢者名簿挿絵 塚田重明
S 00-08664 高齢者名簿挿絵 塚田重明
S 00-08665 高齢者名簿挿絵 塚田重明
S 00-08666 高齢者名簿挿絵 塚田重明
S 00-08667 高齢者名簿挿絵 塚田重明
S 00-08668 高齢者名簿挿絵 塚田重明
S 00-08670 絵画 日本画双鶴額付き
S 00-08671 書 ｢共に暮らすよろこび｣額付
S 00-08673 絵画 日本画｢晴れゆく笹戸｣50号
S 00-08674 絵画 ｢バラ」８号
S 00-08675 絵画 ｢あじさい｣
S 00-08676 書 啄木の歌より(扇面)
S 00-08677 書 胡蝶蘭｢ﾈｵﾊﾟﾘｴ｣
S 00-08678 掛軸 書（七言二句）
S 00-08679 掛軸 書（七言二句）
S 00-08680 屏風（風炉先） 春日井範之作
S 00-08684 和紙（白日譜） ５０号山内一生作
S 00-08685 和紙 安藤則義作
S 00-08686 和紙工芸 ５０号パネル
S 00-08687 和紙工芸 ５０号額付き
S 00-08688 和紙工芸 １２号
S 00-08689 土瓶 灰青釉
S 00-08690 うるし歓迎ﾌﾟﾚｰﾄ10連
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物品出納簿

備品台帳

施設名：豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘
対象：5万円以上の備品

分類記号 備品番号 備品名 メーカー・規格
S 00-08692 自在鍵
S 10-00084 絵画「想」 80号
V 00-08708 ゲートボールセット ｓｅｔ６００
V 00-08709 ゲートボールセット ｓｅｔ６００
Z 00-08718 パイプベット･マット ﾔｶﾞﾐ08034 3ｯ折式
Z 17-02861 パーテーション 飛騨産業
Z 21-01127 ラグジュアリーマット 川島織物・セルコンFR1459
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害虫駆除・ 予防点検結果報告書



害虫駆除・ 予防点検結果報告書






















